
先物・オプション取引取扱規定 
 

第１条（規定の主旨） 

1. この規定はお客様がカブドットコム証券株式会社（以下「当社」と言います。）に設定
申込された証券口座で行われるインターネットを利用した取引及びそれに付随する業

務の取扱の内、特に先物・オプション取引に関する取り決めです。 

2. お客様は、先物・オプション取引を利用するにあたって、この規定によるほか、関係法
令・諸規則・当社各規定および先物・オプション取引口座設定約諾書の各条項を遵守す

るものとします。 

 

第２条（先物・オプション取引口座開設） 

1. お客様は、当社が定める以下の口座開設基準を満たした場合に先物・オプション取引口
座の申込を行うことができます。 

(1)すでに当社に証券口座を開設していること  

(2)インターネットを利用できる環境にあること  

(3)お申込の段階で金融資産が 300 万円以上あること  

(4)電子メールアドレスをお持ちであること  

(5)常時連絡が取れる連絡先が登録されていること  

(6)先物・オプション取引又は外国為替証拠金取引の取引経験あるいは、1 年以上の株式

投資経験があり、先物・オプション取引に関する充分な知識があること  

(7)先物・オプション取引の口座開設等に必要な書類等の内容を理解し、すべて差し入れ

ること  

2. 当社が前項の要件及び当社が定める基準により先物・オプション取引口座開設の可否を
審査し、お客様が先物・オプション取引の制度・リスクを理解し、本規定、指数先物取

引・オプション取引の契約締結前交付書面、先物・オプション取引口座設定約諾書等の

内容を熟知していることを当社が確認した場合に限り、お客様は先物・オプション取引

を利用できるものとします。なお、審査の結果、先物・オプション取引口座開設ができ

ない場合にも、当社はお客様にその理由を開示しないものとします。 

3. 法人口座のお客様は前第１項３号の要件は適用せず、「当社預かり資産 1,000 万円以上
あること」を要件とします。 

4. 登録の連絡先（電話番号等）が不通となり連絡が取れない場合には、新たに連絡先が登
録されるまでの間、取引制限するものとします。 

5. 年齢が 70 歳以上またはご登録の職業が「パート・アルバイト」「主婦」「学生」の場合、
お預かり資産等の状況を含め電話審査するものとします。なお、審査の結果ご意向にそ

えない場合の理由については開示しないものとします。 

6. ご登録の属性がオプション取引の開始基準「原則、年収 500 万円以上あること（法人口
座のお客様は、当社の預かり資産 1,000 万円以上あること）」の要件を満たさない場合、

オプション取引の売建てを規制するものとします。なお、当審査基準と、審査の結果ご

意向にそえない場合の理由については開示しないもとします。 

 

第３条（取引の種類） 

お客様が先物・オプション取引を行える商品及び取引の種類は、当社が定めるものとします。 

 

第４条（先物・オプション取引ルール） 

お客様は当社が定める先物・オプション取引ルールに基づき先物・オプション取引を行える

ものとします。 

 

第５条（先物・オプション取引手数料） 

先物・オプション取引手数料は、当社が定めるものとします。 

 



第６条（建玉数制限） 

1. お客様が行うことのできる先物・オプション取引の建玉の上限数量は、当社が別途定める

ものとします。 

2. 建玉数制限は、当社所定の手続により上限金額を変更することができるものとします。 

 

第７条（注文方法） 

 当社は、先物・オプション取引にかかる注文等は、インターネットのみでお受けするものとし

ます。 

 

第８条（証拠金） 

1. 金融商品取引所が定める証拠金所要額を基に証拠金の算出を行うものとします。 
2. お客様が差し入れた証拠金は、金融商品取引の定めに従い金融商品取引所に預託し、ま
た当社が当社の資産と分別して管理します。 

 

第９条（証拠金の入出金および振替） 

1.  先物・オプション取引に必要な証拠金は、入金後、お客様の指示により本口座へ振替を

行うものとします。 

2．  証拠金の出金は、お客様の指示により本口座から証券取引口座へ振替を行った後に、証

券取引口座から出金を行うものとします。 

3． 証拠金の出金可能額は、当社が定める範囲内とします。 

 

第１０条（必要証拠金等） 

1. 先物・オプション取引の必要証拠金の額は、当社が別途定めるものとします。 
2. 先物・オプション取引の注文を行うにあたっては、必要証拠金として当社が別途定める
証金額以上の額を注文に先立って、当社に差し入れるものとします。 

3. 前第２項の証拠金は原則として金銭により差入れるものとします。しかし、当社が指定
する有価証券（以下「代用有価証券」といいます。）をもって、当社が定める範囲内でこ

れに代えることができるものとします。 

4. 代用有価証券の証拠金への換算については、当社が定めるものとします。 
 

第１１条（追加証拠金の差し入れ） 

1.  毎営業日の取引終了後に、お客様の全建玉および証拠金を値洗いし、その結果生じた評

価損益は、当社の定めるところによりお客様の証拠金に加減算します。 

2.  値洗いの結果、お客様の証拠金の額が、維持証拠金として当社が別途定める証拠金の額

を下回った場合は、その差額以上の「必要証拠金」を差し入れるものとします。 

3.  追加証拠金の差し入れは、必要証拠金発生日の翌営業日正午（12：00） までに行うもの

とします。なお、追加証拠金の差し入れは第９条第１項の方法によるものとし、証券取

引口座に入金されている場合であっても、振替が行われていない場合にあっては、追加

証拠金の差し入れはないものと判断します。 

4.  当社の定める期日までにお客様からの必要証拠金額以上の差し入れを確認できない場合、

当社は、お客様に何ら通知することなく、全建玉を当社の任意でお客様の計算により処

分することができるものとします。 

5.  前項の決済の結果、決済代金に不足額が生じた場合、お客様は、当社に対して直ちに残

債務の弁済を行うとともに、当社は、お客様の証券取引口座から振替を行い、適宜残債

務の弁済に充当することができるものとします。 

 

第１２条（先物取引の最終清算数による決済） 

先物取引において、取引最終日までに未決済建玉がある場合は、取引最終日の翌営業日に算出

されるＳＱ（最終清算数指数）値に基づき決済が行われるものとします。 



 

第１３条（オプション買建玉の自動権利行使） 

オプション取引において、取引最終日までに未決済買建玉がある場合で、イン・ザ・マネーで

あるものについては、取引最終日の翌営業日に算出されるＳＱ（特別清算数）値により自動権

利行使が行われるものとします。なお、イン・ザ・マネーの判定には手数料は考慮されません。 

 

第１４条（オプション売建玉への権利行使の割当） 

1.  当社は、オプション取引における権利行使が行われた場合には、金融商品取引所より割

り当てられた数量を、当社が別途定める方法により、売建玉を有するお客様に割り当て

るものとします。 

2.  前項の割り当ての方法に関しては、当社は開示を行わないものとします。 

 

第１５条（決済条件の変更） 

天変地異、経済事情の激変等その他やむを得ない事由に基づいて、当社が決済条件の変更を行

った場合には、その措置に従うものとします。 

 

第１６条（決済指示） 

1. お客様は、先物・オプション取引を行う場合、その建玉について必ず所定の期日の前営

業日までに当社に対して反対売買の指示を行うものとします。 

2. お客様が先物・オプション取引の建玉を保有したまま海外に居住されていることが判明

した場合には、先物・オプション取引の期日を当社が定める期日に変更できるものとし

ます。 

3. 前第２項により期日が当社の定める期日に変更となった場合、お客様は当社の指定する

日までに反対売買を行うものとします。 

4． 上記全項に関わらず、お客様が所定の期日までに反対売買を行わなかった場合は、当社

は弁済期日当日又は当社が任意で定める日に、お客様に通知することなく、当社の任意

でお客様の計算において当該建玉の反対売買が行えるものとします。 

5． 前第４項の反対売買を行った結果、損失が発生した場合には、お客様は当社に対して速

やかにその額に相当する金銭を差し入れるものとします。 

6． お客様が死亡された場合、または取引の継続が困難であると当社が認めた場合、お客様

は先物・オプション取引に係る債務について期限の利益を失い、当社はお客様の口座に

おいてお客様の計算ですべての先物・オプション取引の建玉を任意に反対売買が行える

ものとします。 

7． お客様が前第４項の金銭を差し入れない場合、又は前第６項の結果により債務が発生し

た場合、当社はお客様の代用有価証券をお客様の計算により任意に処分し、それを適宜

債務の弁済に充当することができるものとします。 

 

第１7条（先物・オプション取引手数料） 

先物・オプション取引手数料は、当社が定めるものとします。 

 

第１８条（租税公課） 

お客様は、先物・オプション取引にかかる租税公課を、お客様自身の負担により支払うものと

します。 

 

第１９条（預託金銭の利息） 

当社は、先物・オプション取引に関しお客様が当社に差し入れた証拠金、売買差損金その他先

物・オプション取引に関する金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支

払いしないものとします。 

 

第２０条（申込事項の変更） 



お客様は、口座開設申込書の記載事項等に変更があった場合、所定の手続により遅滞なく当

社に届けるものとします。 

 

第２１条（規定の変更等） 

1. この規定は、法令・諸規則等の変更又は監督官庁の指示・命令、若しくはその他必要が
生じたときは、適宜変更等するものとします。 

2. 前項に基づき、この規定を変更等した場合は、当社所定の方法（ホームページ等）にて
お客様に当該規定の全文、若しくは変更箇所の通知・掲載等を行わせて戴きます。当該

変更等の通知等の後、当社とお客様の当該取引が生じた時点をもって、当該規定の変更

等にご同意戴いたものとして取扱わせて戴きます。また、異議等がある場合は、一定期

間内に当社へ申し出を行うものとし、当社への申し出がない場合、規定等の変更を了承

したものとして取り扱います。 

 

第２２条（免責条項） 

お客様が当社の定める先物・オプションの各取引ルール、先物・オプション取引口座設定約

諾書各条項またはその他関連する規定を遵守されなかった場合、当社の任意で行う建玉の処

分、取引注文の取消その他一切の行為によりお客様の取引口座に発生した損失について、当

社はその責めを負いません。 

 

 

（平成２３年 ４月） 改訂 
 


